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2．監査の種類

定期監査

3．監査の対象

4．監査の範囲

5．監査の方法及び着眼点

6．監査の実施場所及び期間

(1) 実施場所

(2) 実施期間

令和5年度の財務に関する事務、事業の執行等

　財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行わ
れているかどうか、及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい
るかどうかを主眼として監査を実施した。
　あらかじめ監査資料の提出を求め、関係帳簿及び関係書類の調査や関係職員から
の説明聴取を行うとともに、現地に出向いて調査した。
　なお、剣持雄吾監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により、除斥とした。

　監査委員事務局及び監査対象の執務室等

　令和5年12月27日～令和6年1月25日

　五監公告第2号

令和6年1月31日

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その
結果を同条第9項の規定により公表します。

1. 基準に準拠している旨

　監査委員は、五泉市監査基準（令和2年3月25日監査委員訓令第1号）に準拠して監
査を実施した。

議会事務局

　　　　　　　　　　 五 泉 市 監 査 委 員　　　



7．監査の結果

(1) 指摘事項

　1から6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務
処理は法令等に適合しおおむね良好に執行されている。今後も適正な執行に努めら
れたい。

　指摘事項については、以下のとおりである。

　特に指摘する事項なし


